
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県

条
例
第
四
十
八
号
）
（
地
域
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
を
図
る
た
め
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
市
町 

 

村
が
処
理
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

処
理
す
る
市
町
村
が
拡
大
す
る
事
務
（
三
事
務
） 

 

㈡ 

移
譲
を
行
う
事
務
範
囲
の
拡
大
（
一
事
務
） 

 

㈢ 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 

 
 

た
だ
し
、
一
部
は
公
布
の
日
な
ど 
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